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催
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講
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相
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皆
さ
ん
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善
意

ス
ポ
ー
ツ
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憲
法
記
念 
群
馬
弁
護
士
会
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
会

人
権
課（
☎

（27）
２
７
３
０
）

時
　
５
月
１
日（
金
）午
後
２
時
～
４
時

場
　
市
役
所
東
館
５
階
第
１
会
議
室

定
　
24
人（
先
着
順
）

申
　
４
月
24
日（
金
）か
ら
電
話
で
人
権
課

へ税
理
士
会
無
料
相
談
会

市
民
税
課（
☎

（27）
２
７
１
７
）

　
税
理
士
会
伊
勢
崎
支
部
の
税
理
士
が
無

料
で
個
別
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
地
方
税
の
相
談
は
除
き
ま
す

時
　
５
月
12
日（
火
）午
後
２
時
～
４
時

場
　
市
役
所
本
館
３
階
相
談
室

対
　
市
内
に
在
住
の
人

定
　
６
人（
先
着
順
）

申
　
５
月
１
日（
金
）午
前
９
時
か
ら
電
話

で
市
民
税
課
へ

成
年
後
見
制
度 

専
門
相
談

高
齢
政
策
課（
☎

（27）
２
７
５
２
）

　
弁
護
士
・
司
法
書
士
・
社
会
福
祉
士
に

よ
る
成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
無
料
専
門

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

時
　
次
の
日
の
午
後
２
時
～
４
時

●
弁
護
士
＝
４
月
22
日
・
７
月
22
日
・
10

月
21
日
・
令
和
９
年
１
月
20
日
の
水
曜
日

●
司
法
書
士
＝
５
月
20
日
・
８
月
19
日
・

11
月
18
日
・
令
和
９
年
２
月
17
日
の
水
曜

日●
社
会
福
祉
士
＝
６
月
24
日
・
９
月
30
日・

12
月
23
日
・
令
和
９
年
３
月
24
日
の
水
曜

日※
１
人
当
た
り
１
時
間
程
度
で
す

場
　
社
会
福
祉
会
館（
上
泉
町
）

申
　
事
前
に
電
話
で
市
成
年
後
見
相
談
セ

ン
タ
ー（
☎
（25）
４
５
４
６
）へ

募
集

統
計
調
査
協
力
員
を
募
集
し
ま
す

情
報
政
策
課（
☎

（27）
２
７
１
０
）

　
各
種
統
計
調
査
に
従
事
す
る
統
計
調
査

協
力
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
国
や
県
が

実
施
す
る
各
種
統
計
調
査
は
、
今
回
募
集

す
る
統
計
調
査
協
力
員
の
中
か
ら
調
査
地

区
な
ど
を
考
慮
し
て
調
査
員
を
任
命
し
ま

す
。
調
査
員
に
は
報
酬
が
あ
り
ま
す
。

対
　
18
歳
以
上
の
秘
密
の
保
持
が
で
き
る

人内
　
各
種
調
査
の
説
明
会
へ
の
出
席
や
調

査
票
の
配
布
・
回
収
・
検
査
・
整
理
な
ど

申
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

直
接
情
報
政
策
課
へ

※
申
請
書
は
情
報
政
策
課
に
あ
り
ま
す
。

市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

※
面
接
に
よ

る
選
考
が
あ

り
ま
す

農
業
委
員
を
募
集
し
ま
す

農
政
課（
☎

（27）
６
２
７
２
）

　
農
地
転
用
な
ど
の
法
令
に
基
づ
く
許
認

可
業
務
や
農
地
利
用
の
最
適
化
推
進
を
担

う
農
業
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
会
議
は
月

に
１
回
程
度
開
催
し
ま
す
。
報
酬
は
市
の

条
例
に
よ
り
ま
す
。

委
嘱
期
間
　
11
月
20
日（
金
）か
ら
令
和
11

年
11
月
19
日（
月
）ま
で
の
３
年
間

対
　
市
内
に
在
住
の
人

定
　
19
人

※
法
律
に
よ
り
認
定
農
業
者
な
ど
を
過
半

数
と
し
ま
す

申
　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

５
月
１
日（
金
）か
ら
直
接
ま
た
は
郵
送
で

農
政
課
へ

※
申
込
書
と
募
集
要
項
は
、
農
政
課
・
各

支
所
庶
務
課
に
あ
り
ま
す
。
市
HP
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

宛
先
　
〒
３
７
２
ー
８
５
０
１
　（
住
所

不
要
）　
市
役
所
農
政
課

締
切
日
　
６
月
１
日（
月
）

（
必
着
）

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を

募
集
し
ま
す

農
業
委
員
会
事
務
局（
☎

（27）
２
７
８
２
）

　
農
地
利
用
の
最
適
化
推
進
の
た
め
に
現

場
活
動
を
担
う
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
を
募
集
し
ま
す
。
会
議
は
月
に
１
回
程

度
開
催
し
ま
す
。
報
酬
は
市
の
条
例
に
よ

り
ま
す
。

委
嘱
期
間
　
11
月
20
日（
金
）か
ら
令
和
11

年
11
月
19
日（
月
）ま
で
の
３
年
間

対
　
市
内
に
在
住
の
人

定
　
19
人

※
担
当
区
域（
５
区
域
）ご
と
に
定
数
が
あ

り
ま
す

申
　
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

５
月
１
日（
金
）か
ら
直
接
ま
た
は
郵
送
で

農
業
委
員
会
事
務
局
へ

※
申
込
書
と
募
集
要
項
は
、
農
業
委
員
会

事
務
局
・
各
支
所
庶
務
課
に
あ
り
ま
す
。

市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

宛
先
　
〒
３
７
２
ー
８
５
０
１
　（
住
所

不
要
）　
市
役
所
農
業
委
員
会
事
務
局

締
切
日
　
６
月
１
日（
月
）（
必
着
）

相
談

▲市HP▲市HP▲市HP

　越冬から目覚めた女王バチが飛来し巣
作りを始める４月から５月にかけてトラ
ップ（わな）を仕掛けることで、被害を未
然に防ぐことが期待できます。
トラップの作成方法を市HPで
公開していますので、ぜひ活
用してください。

売上金は機械工業の振興・社会福祉の増進などに広く役立てられています
☎24－5780　  https://isesaki-auto.jp/ ★…伊勢崎開催

◆川口オート場外発売
5/3・4・5

キッズバイク
開催日程

● 4 月１１日（土）　豊鉄水工業　　☎32−１５26
● 4 月１2日（日）　丸橋設備　　　☎2５−24１2
● 4 月１8日（土）　小倉設備興業　☎2５−2９１５
● 4 月１９日（日）　栗原建設　　　☎2５−6７2０
● 4 月2５日（土）　タカイ設備　　☎７6−3５3９
● 4 月26日（日）　松原電化設備　☎62−１５34
● 4 月2９日（祝）　丸雄技研　　　☎23−464５

● ５ 月 2 日（土）　丸橋設備　　　☎2５−24１2
● ５ 月 3 日（祝）　中央水道　　　☎2５−１５９2
● ５ 月 4 日（祝）　三藤建設工業　☎62−１７26
● ５ 月 ５ 日（祝）　矢内設備工業　☎32−6０５3
● ５ 月 6 日（水）　高岸設備工業　☎2５−７2７8
● ５ 月 ９ 日（土）　栗原建設　　　☎2５−6７2０
● ５ 月１０日（日）　須田設備工業　☎62−234９

次の地域の連絡先は、以下のとおりです。
●境島村の利根川右岸地域（本庄市給水区域）
　＝本庄市水道課（☎０4９５−22−2１５１）
●境平塚の利根川右岸地域（深谷市給水区域）
　＝深谷市水道工務課（☎０48−５７７−７５2９）▲市HP

道路上からの漏水を発見した場合は、竜宮浄
水場（☎24－1760）または下記の指定工事店
に連絡してください。

◆浜松オート場外発売
4/16・17・18・19

4/13・14・15
★NIPPO杯

◆飯塚オート場外発売
　SGオールスターオートレース（ナイター開催）
4/24・25・26・27・
28・29

◆浜松オート場外発売
　GⅠゴールデンレース
5/6・7・8・9・10

★第51回上毛新聞社杯（ナイター開催）
4/30・5/1・2

ペットボトルでスズメバチ対策
問　環境政策課（☎2７−2７33）

▲市HP

【広告】【広告】【広告】【広告】 【広告】【広告】




